
健幸づくり
けんこう

【申込み・問合せ】 
（予防接種）　感染症対策室 
忠隈523番地 ☎0948-22-0380 内線2165・2166

（がん検診・特定健診・料理教室・健康相談）
健幸保健課　成人保健係
忠隈523番地 ☎ 0948-24-4002 FAX 0948-25-8994

（オンライン育児相談）
子育て支援課　母子保健係
新立岩5番5号 ☎ 0948-43-3305 FAX 0948-21-9508

個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心して豊かな生活を営むこと。
飯塚市は健幸都市をめざしています。

【健幸】

始め方が分からない、どんな風に作るのかな？
今後の進め方は？など離乳食に不安のある方を対象に、
栄養士が個別で相談に応じます。

※30分間隔で予約を受け付けます

●申込期限 ／開催日の3日前まで
※電話での相談は随時受け付けています

離乳食教室（個別相談）

●と　き／ 5月9日（火）13時半～ 15時
●ところ／ 穂波支所201会議室
●内　容／ 血圧測定、血管年齢測定
 保健師による健康相談

健康相談

●と　き／ ①5月23日（火） ②5月30日（火） ③6月13日（火）
●時　間／ 10時～ 11時半
●ところ／ 立岩交流センター
●内　容／ 血管年齢測定、血液検査データの見方
 食事についての話、プチ体力測定　など
●持参品／ 健康診断結果、筆記用具、水分
●参加費／ 無料　●定員／ 10人
●申込期間／ 5月10日（水）～22日（月）

測って改善！血管若返り教室

※相談・教室等に参加する方は、マスク着用の上、お越しください。また、当日体調の悪い方は、参加をお見合わせください。
※健幸づくり事業・トレーニングなどで健幸プラザにお車でお越しの方は、健幸プラザ駐車場（旧市営本町駐車場）をご利用ください。市営立体駐車場の利用は有料です。

Zoomを使用したオンライン育児相談を実施しています！
●対　象／ 就学前のお子さんの保護者
●と　き／ 5月31日、6月14日、7月12日、8月9日、
 9月13日、10月11日、11月8日、12月13日、
 1月10日、2月14日、3月1日
 ※全日程13時～16時

ご希望の方は希望日の2日前までにQRコードか
らふくおか電子申請サービスへアクセスしてお申
込みください。お使いの機器によってはZoomの
アカウント（無料版も可）が必要な場合があります。

令和 5 年度　オンライン育児相談

飯塚市保健センター
（穂波支所　2階　調理室）

5月19日（金）
10時半～ 15時

穂波交流センター6月16日（金）
10時半～ 15時

ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」
伝統的な日本の食文化にふれ、調理体験しませんか？

●参加費／ 300円
●定　員／ 各12人
●持参品／ エプロン・三角巾・手拭き
●申込期間／ 
　5月18日（木）から受付開始

和食文化講習会

①「ちらし寿司」作り

穂波交流センター6月8日（木）
14時～ 15時半

筑穂交流センター6月15日（木）
10時～ 11時半

②「塩豆大福」作り

二瀬交流センター6月14日（水）
10時～ 11時半

MR（麻しん・風しん）予防接種は、第1期と第2期の
2回接種制度になっています。

MR（麻しん・風しん）予防接種について

●対象者／飯塚市に住民票がある下記に該当する人

年長児（令和5年度は平成29年4月2日～平成30年4月1日生）

1歳～2歳未満（2歳の誕生日の前日まで）

※令和5年度の第2期のお子さんのMR（麻しん・風しん）定期予防
接種の実施期間は、令和6年3月31日までとなっています。

第1期
第2期

お子さまの定期予防接種のお知らせ

1回目の接種を15歳の誕生日の前日までに済ませた場合、5か月以上の間隔をおいて2回目を接種
2回接種の場合

2か月の間隔をおいて2回目を接種後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回（この間隔
で接種できなかった場合は1か月以上の間隔をおいて2回目を接種し、2回目の接種から3か月
以上の間隔をおいて1回行う）。

3回接種の場合

9価ワクチンの接種方法は以下の通りです

HPV（ヒトパピローマウイルス）感染症予防接種の公費対象ワクチンにシルガード9（組換え
沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン）が追加となりました。

お子さんが予防接種を始めるころは接種するワクチンの数が多く、スケジュールがわかりにくくなり
ますが、四種混合ワクチンが早く接種できることになったため接種計画が立てやすくなりました。

四種混合予防接種の対象年齢が生後2か月から7歳6か月までとなり、今までよりも1か月
早く接種を始めることができるようになりました。

お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力（免疫）は、生後12か月までにほと
んど自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくっ
て病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
お子さんは発育と共に外出の機会やほかの人と接触する機会が多くなり、感染症にかかる可能
性も高くなります。予防接種に対する正しい理解の下で、お子さんの健康にお役立てください。

予防接種を受ける時はお子さんの日頃の様子をふまえて予診票に記入しましょう。
接種を受ける時は医療機関への事前予約が必要です。母子手帳を必ず持参してください。

お子さんが対象となる定期予防接種については
飯塚市ホームページでご確認ください。
https://www.city.iizuka.lg.jp/kenko/kenko/yobosesshu/index.html

●予防接種に関する問合せ先
　感染症対策室　0948-22-0380（☎内線2165・2166）　FAX 0948-25-8994

令和 5 年 4 月よりお子さまの定期予防接種が一部変更となりました。

飯塚市　予防接種

04IIZUKA2023.05No.206


